
自動車通勤多数

事業者名 中分類業種 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置

　加須市　 地方公務 ー ー ー ○ ○ ○

ノーマイカー通勤推進週間に合わせて、バス通勤（コ

ミュニティバス（市内循環バス））の利用を促進するた
め、庁内電子掲示板等で周知を実施

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ 職員駐車場を設置し、定期的に点検を実施 ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ 2km圏内の自動車通勤を原則禁止 ○ ○ ○ 駐車場使用料の徴収 ○ ○ ○
ノーマイカー通勤推進週間を設定し、ノーマイカーの取組を
実施（年２回）

ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ エコドライブを徹底するため、庁内電子掲示板等で周知を実施 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

　久喜市　 地方公務 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ （電動）空気入れを職員通用口近くに配置 ー ー ー ○ ○ ○

施設により職員駐車場利用制限を実施（自宅から勤務先へ

の距離、自宅から最寄り駅までの距離による）。駐車場協力
員の増額について検討。

○ ○ ○ 職員駐車場利用者から駐車場協力金を毎月徴収（給与天引き）○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

　熊谷市 地方公務 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ 職員及び来庁者用の駐輪場を設置している。 ー ー ー ー ー ー － － － ○ ○ ○ 職員用駐車場は有料とし、１カ月ごとに徴収している。 ○ ○ ○
毎月ノーカーデーを設けて、各課ごとの実施状況を把握し、

グループウエアシステム活用し実施結果を共有する。
○ ○ ○ テレワーク用端末を各部署に配置、実施している。 ○ ○ ○

グループウエアシステムを活用し、毎月ノーカーデーを啓

発する。
○ ○ ○ グループウエアシステムを活用し、啓発する。 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○

２班体制勤務を実施しているほか、育児等で短時間の勤務を

する者も多数おり、通勤時間帯は分散されている。
ー ー ー

　鴻巣市 地方公務 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ 自転車乗車用ヘルメットの着用促進を行っている。 ○ ○ ○ 職員駐輪場を整備している。 ○ ○ ○
個人用ロッカー、更衣室及びシャワールームを整備
している。

ー ー ー ○ ○ ○
職員駐車場の許可基準として、2.5km未満の自動車通勤を原
則禁止としている。

○ ○ ○
市有財産許可申請書（2.5km未満の場合、使用理由を要す
る）の提出により、有料化している。

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○
環境月間やイベント時に、ポスターの掲示やチラシを配布してい
る。

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

　鶴ヶ島市 地方公務 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ 職員駐輪場を設置している。 ー ー ー ○ ○ ○ 駐車料金を免除している。 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ 交通安全研修（全職員対象）の中でエコドライブについて周知する。 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

　東松山市 地方公務 ○ ○ ○ 職員に対し、エコドライブの啓発を行う。 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ 屋根・スタンド付きの駐輪場を設置 ○ ○ ○ 職員用更衣室の設置 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○
エコドライブ及び交通手段の転換について、庁内のイントラネット

（職員用電子掲示板）により、啓発を行う。
ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

　深谷市役所 地方公務 ー ー ー ○ ○ ○
スマートムーブの考え方を庁内掲示板にて紹介し、啓
発を図った。

ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○
深谷市自転車の安全な利用の促進に関する条例を遵守する
よう啓発

○ ○ ○ 職員用駐輪場の整備 ○ ○ ○ 個人用ロッカー及び更衣室の整備 ー ー ー ○ ○ ○ ２km未満の自動車等使用者に対する通勤手当を廃止 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○
スマートムーブの考え方を庁内掲示板にて紹介し、啓発を図っ
た。

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

　本庄市　 地方公務 ○ ○ ○
テレワーク端末を利用した在宅勤務や時差出勤の推進によ

り、温室ガスの削減や通勤時間帯の交通量の削減に努める。
○ ○ ○

庁内LANにおいて、公共交通機関の利用促進につい

ての啓発を行う。
ー ー ー

職員の居住地が幅広く、送迎バス等の運行は費用を考

えると難しい。
ー ー ー 財政が厳しく、職員のための支出は難しい。 ○ ○ ○

庁内LANにおいて、自転車の安全利用促進についての啓発

を行う。
○ ○ ○

庁舎前の利用しやすい場所に駐輪場を設置し、利用料は無料とし

ている。
ー ー ー 職員の要望を聴きながら検討していく。 ー ー ー 財政が厳しく、職員のための支出は難しい。 ー ー ー

通勤手当は交通手段を問わず距離で決められているので、

自家用自動車の手当に限定して見直すのは難しい。
○ ○ ○

駐車場は有料とし、駐車場の敷地が限られているため、駐車

台数を限定している。
ー ー ー

バスや電車等の交通手段が少ない地域のため、実施が難し

い。
○ ○ ○

テレワーク端末を利用した在宅勤務やリモート会議は実

施可能な範囲で実施していく。
ー ー ー

バスや電車等の交通手段が少ない地域のため、マイカー

通勤削減は難しい。
○ ○ ○ 庁内LANでエコドライブについて啓発を行う。 ○ ○ ○ 庁内LANでエコドライブについて啓発を行う。 ー ー ー 財政が厳しく、職員のための支出は難しい。 ー ー ー 財政が厳しく、職員のための支出は難しい。 ー ー ー

敷地の関係や設置、維持管理費を考慮すると職員

用の充電設備を設置するのは難しい。
○ ○ ○

庁内LANにおいて、時差出勤の利用について啓発を行い、実

施率を高めていく。
ー ー ー

　株式会社吉野家ホールディングス その他のサービス業 〇 〇 〇
経済的最短通勤経路選択の推奨及び通勤距離2ｋｍ未満へ

の通勤手当不支給（徒歩、自転車推奨）
ー ー ー 〇 〇 〇

送迎バスの路線運行及び最寄り駅から会社までのマイ

クロバス送迎している。また、社員は最寄り駅に社有車を

配置、乗合通勤を推奨している。

ー ー ー 〇 〇 〇 自転車保険加入推奨（福利厚生価格） ヘルメット付与 〇 〇 〇 駐輪場所増設50台分（空ホームの活用） 〇 〇 〇
外国人技能実習生、特定技能雇用者の賃貸寮を工

場より2㎞圏内に集約
〇 〇 〇 通勤用自転車の購入費用補助 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 〇 〇 〇 エコドライブ啓蒙ポスター掲示 〇 〇 〇

年1回の安全運転講習会（セルフ方式）及び安全運転動画の配信

（KYT）また、社有車運転者は、年2回警察庁方式の運転適性検査を

実施。

ー ー ー ー ー ー ー ー ー 〇 〇 〇 フレックスタイムの有効的運用の推奨 〇 〇 〇 低燃費車両の入替（送迎バス）

6従業員の通勤車両に関する低燃費車利用促進

5-(1)エコドライブの啓発

7時差通勤の実施 8その他の必要な取組

1マイカー通勤に係る重点目標の設定 2-(1)公共交通機関利用促進のための情報提供 2-(2)送迎バス等の運行 2-(3)公共交通機関利用者への優遇策 3-(1)自転車の安全利用の促進 3-(2)利用しやすい駐輪場の設置・維持管理 3-(3)駐輪場以外の自転車通勤者向け設備の設置・維持管理 3-(4)自転車通勤者への優遇策

1マイカー通勤に係る重点目標の設定 2公共交通機関への転換の推進 3物流拠点の活用による輸配送の効率化 4その他マイカー通勤を削減するための取組 5エコドライブの推進

4-(1)自家用自動車の通勤手当及び許可基準等通勤制度の見直し 4-(2)従業員用駐車場の有料化又は駐車場台数の削減 4-(3)ノーマイカーデーの実施 4-(4)テレワーク、リモート会議の導入 4-(5)マイカー通勤削減のための啓発活動の実施 5-(2)エコドライブ研修の実施 6-(1)低燃費車の購入支援等 6-(2)低燃費車利用者への優遇策 6-(3)従業員用充電設備の設置 7時差通勤の実施 8その他の必要な取組


